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株主各位

証券コード　7235
2022年６月8日

株　主　各　位
神奈川県藤沢市遠藤 2 0 0 2 番地１

代表取締役社長 落 合 久 男

１．日 時 2022年６月28日（火曜日）午前10時

２．場 所 神奈川県藤沢市遠藤2002番地１
当社本社　１階会議室
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
感染拡大防止のため、座席の間隔を拡げることからご用意で
きる席数に限りがございます。そのため、当日ご来場いただ
いても入場をお断りする場合がございます。予めご了承のほ
ど、よろしくお願い申しあげます。

３．目 的 事 項
報告事項 １．第118期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

２．第118期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項
【会社提案】
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件

第118回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第118回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知
申しあげます。
　依然として新型コロナウイルスの影響が懸念されております。株主様の安全確
保のため、ご健康状態に関わらず、株主総会当日のご来場は可能な限りお控えい
ただきますようお願い申しあげます。
　お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用
紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年６月27日（月曜日）午後５時
までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記
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株主各位

【株主提案】
第３号議案 剰余金の処分の件
第４号議案 定款一部変更の件(1)
第５号議案 定款一部変更の件(2)
第６号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式

の付与のための報酬決定の件
第７号議案 定款一部変更の件(3)

　取締役会としては、第３号議案～第７号議案に反対しております。

４．招集にあたっての決定事項
　議決権行使書面において、各議案に賛否の意思表示が無い場合は、会社提案に
賛成、株主提案に反対されたものとして取り扱わせていただきます。

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。

【株主様へのお願い】
　株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更
新する場合がございます。インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス
http://www.tokyo-radiator.co.jp）より、発信情報をご確認くださいますよ
う、併せてお願い申しあげます。
　会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液等を配備いたします。ま
た、当社送迎バスご利用の株主様、ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお
願い申しあげます。必要によりバス乗降口付近・会場入口付近で検温や出入国履
歴等をお伺いさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる
方、海外から帰国されてから14日間が経過していない方等は、入場をお断り
し、お帰りいただく場合がございます。
　株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で応対
をさせていただきます。その他、株主様と運営スタッフ等との接触を最小限にす
べく、従来行っておりましたお飲み物、お土産、控え室および招集通知（インタ
ーネット開示事項含む）のご提供に関しては中止とさせていただきます。
　株主総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮
する観点から、議場における報告事項（監査報告を含みます）および議案の詳細
な説明は省略させていただく予定です。株主様におかれましては、事前に招集ご
通知にお目通しいただけますようお願い申しあげます。
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株主各位

　【修正等について】
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が
生 じた 場合 は 、 インターネット 上 の 当社 ウェブサイト （ アドレス
http://www.tokyo-radiator.co.jp）に掲載させていただきます。

【インターネット開示に関する事項】
本株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、①　事業報告の業務の

適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要、②　連結計算書類の
連結注記表、③　計算書類の個別注記表につきましては、法令並びに当社定款第
16 条 の 規定 に 基 づき 、 インターネット 上 の 当社 ウェブサイト
（http://www.tokyo-radiator.co.jp）に掲載しておりますので、本株主総会招
集ご通知には添付しておりません。
従いまして、監査役が監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類は、株主

総会招集ご通知提供書面に記載の各書類のほか、当社ウェブサイトに掲載してい
る上記①～③の事項となります。また、会計監査人が監査した連結計算書類及び
計算書類は、株主総会招集ご通知提供書面に記載の各書類のほか、当社ウェブサ
イトに掲載している上記②～③の事項となります。
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事業の経過および成果

事 業 報 告(2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで)

（提供書面）

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過及び成果

当連結会計年度（2021年４月１日～2022年３月31日）の当社グループ
（当社及び連結子会社）の主要市場でありますトラック市場におきまして
は、半導体不足や東南アジアでの新型コロナウイルス感染拡大による部品調
達の影響はあるものの、需要は前年に比べ増加しました。また、産業・建設
機械市場におきましても、米国や欧州を中心に回復し需要が好調に推移しま
した。

このような状況のもと、当社グループにおいては、客先の部品調達の影響
による生産調整はあったものの、日本では前年度下期から緩やかに回復し、
販売は前年に比べ増加しました。中国においては半導体供給不足によるサプ
ライチェーンの混乱があったものの前年並みの受注を確保しました。アジア
地域のタイ・インドネシアでは、新型コロナウイルスの影響が比較的沈静化
してきており、当該地域の景気回復を背景に前年に比べ増加しました。

この結果、当社グループの当連結会計年度の売上高は、269億88百万円
（前年同期は259億96百万円）となりました。

利益面におきましては、継続的に原価低減・合理化活動を実施してきた一
方で、アルミ・鋼材及び原油の市況の高止まりからくるコスト上昇、海外貨
物輸送費の高騰の影響、部品供給不足を理由とした生産調整の広がりによる
生産効率の悪化により、営業損失は92百万円（前年同期は１億22百万円の
営業利益）、経常利益は95百万円（前年同期は３億73百万円）となりまし
た。また一部の海外子会社の留保利益に係る将来加算一時差異ついて繰延税
金負債を計上したこと等により、親会社株主に帰属する当期純損失は8億1
百万円（前年同期は１億６百万円の親会社株主に帰属する当期純利益）とな
りました。

なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準29号2020年３月
31日）等を当連結会計年度の期首より適用していることにより、当連結会
計年度の売上高は、25億34百万円減少しております。各利益に与える影響
はありません。
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事業の経過および成果

区　　　分 営 業 品 目 主 な 用 途
(装着車両、機械、装置等)

当 期
売上高 構成比 前期比

増減率
百万円 ％ ％

熱 交 換 器 部 門

ラ ジ エ ー タ ー
Ｅ Ｇ Ｒ ク ー ラ ー
オ イ ル ク ー ラ ー
インタークーラー

トラック
バス
乗用車
油圧ショベル
ブルドーザー
ホイールローダー
クレーン車
ミニショベル
フォークリフト
コンプレッサー
発電機
トラクター
コンバイン
船舶

21,552 79.9 －

車 体 部 品 部 門

燃料メインタンク
燃 料 サ ブ タ ン ク
作 動 油 タ ン ク
Ｓ Ｃ Ｒ タ ン ク
オ イ ル パ ン
フ ァ ン ガ イ ド
そ の 他 板 金 製 品

トラック
バス
乗用車
油圧ショベル
コンプレッサー
発電機

5,435 20.1 －

合　　　　　　　　　　計 26,988 100.0 －

　売上高の明細は次のとおりであります。

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を当
連結会計年度から適用しているため、対前期比増減率は記載しておりません。
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設備投資の状況、資金調達の状況、財産および損益の状況の推移

⑵　設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資につきましては、ラジエーター製造設備・ＥＧＲ

クーラー製造設備等の新設・更新、現有設備の改修・更新及び生産性の向上を
目的とし、16億４百万円の設備投資を実施いたしました。
なお、重要な設備の除却または売却はありません。

⑶　資金調達の状況
　当連結会計年度は、特記すべき資金調達は行っておりません。

区 分 第115期
2018年度

第116期
2019年度

第117期
2020年度

第118期
2021年度
(当連結会計年度)

売 上 高 (百万円) 30,194 28,899 25,996 26,988

経 常 利 益 (百万円) 1,596 863 373 95
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 又 は
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 （ △ ）

(百万円) 1,113 90 106 △801

１株当たり当期純利益又は1株
当 た り 当 期 純 損 失 （ △ ） (円) 77.40 6.30 7.40 △55.68

総 資 産 (百万円) 31,075 29,720 31,399 31,640

純 資 産 (百万円) 23,034 22,357 23,285 23,349

自 己 資 本 比 率 (％) 69.0 69.7 68.6 68.4

⑷　財産及び損益の状況の推移

（注）.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）等を当連結会計
年度の期首から適用しており、当連結会計年度に係る各数値については、当該会計基準等
を適用した後の数値となっております。

－ 6 －
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対処すべき課題、重要な親会社および子会社の状況、主要な事業内容、主要な営業所および工場、従業員の状況

⑸　対処すべき課題
当社グループは、「世界最高の製品を提供し、全てのステークホルダーと

共に発展し続ける企業となる」をコーポレートビジョンとし、引き続き、取
引先のニーズに対応した製品開発に力を入れ、低コスト、高品質の製品供給
に努めてまいります。

先進国を中心に動きが加速しているカーボンニュートラル化の影響もあ
り、今後、主要市場でありますトラック市場、建設機械市場の環境変化が一
段と加速していくと想定しております。

当社グループといたしましては、2021年5月に公表しました中期経営計
画「TRS Vision-2025」を当社グループ一丸となって実現し、2030年にモ
ノづくり力で業界トップクラスを目指してまいります。具体的な対処すべき
課題としては以下のとおりであります。

①製品軸管理による製品競争力向上、将来戦略の実行
②既存拠点、商品を活用した中国、東南アジアへの新規顧客開拓
③xEV、FCVを含む新エネルギー車（NEV）対応商品の開発
④モノづくり力向上施策の実行
⑤SDGs、ESGへの取り組み

株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援とご鞭撻を賜りま
すようお願い申しあげます。

⑹　重要な親会社及び子会社の状況
①親会社の状況

当社の親会社はマレリ株式会社であり、同社は当社の株式を5,770千株
（持株比率40.10％）所有しております。

当社は親会社にラジエーター等を販売しており、売上高の1％は同社に対
するものであります。取引に当たっては、市場価格から算定した価格及び親
会社から提示された価格を検討の上、通常の取引条件で行われることなどに
留意しております。

当社取締役会は、これらの取引は親会社から独立して最終的な意思決定を
行っているとして、当社グループの利益を害するものではないと判断してお
ります。

－ 7 －



2022/05/27 16:37:24 / 21826115_東京ラヂエーター製造株式会社_招集通知

対処すべき課題、重要な親会社および子会社の状況、主要な事業内容、主要な営業所および工場、従業員の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容
百万円 ％

株 式 会 社 ト ー シ ン テ ク ノ 15 100.0 自動車部品の販売
千米ドル ％

無錫塔尓基熱交換器科技有限公司 5,220 100.0 自動車部品の製造・販売
千米ドル ％

重 慶 東 京 散 熱 器 有 限 公 司 3,282 57.0 自動車部品の製造・販売
百万インドネシアルピア ％

PT．TOKYO RADIATOR SELAMAT SEMPURNA 66,900 67.0 自動車部品の製造・販売
千バーツ ％

T R  A s i a  C o . , L T D . 3,100 49.0 自動車部品の製造・販売

②重要な子会社の状況

(注) 上記子会社は全て連結しております。

⑺　主要な事業内容（2022年３月31日現在）
　当社グループは、自動車用、その他各種用途の熱交換器、車体部品の製造・
販売とこれに付帯する事業を営んでおります。

①当　　　社 本社・工場 神奈川県藤沢市
②連結子会社

株 式 会 社 ト ー シ ン テ ク ノ 本　　　社 神奈川県藤沢市
無 錫 塔 尓 基 熱 交 換 器 科 技 有 限 公 司 本社・工場 中華人民共和国江蘇省無錫市
重 慶 東 京 散 熱 器 有 限 公 司 本社・工場 中華人民共和国重慶市
PT．TOKYO RADIATOR SELAMAT SEMPURNA 本社・工場 インドネシア共和国バンテン州タンゲラン市
T R  A s i a  C o . , L T D . 本社・工場 タイ王国バンコク都

⑻　主要な営業所及び工場（2022年３月31日現在）

従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

887名 1名増

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

511名 ９名減 41.6歳 15.9年

⑼　従業員の状況（2022年３月31日現在）
①企業集団の従業員の状況

(注) 従業員数には、臨時社員等は含んでおりません。

②当社の従業員の状況

(注) 従業員数には、臨時社員等は含んでおりません。
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会社の株式に関する事項

⑴　発行可能株式総数 43,200,000株
⑵　発行済株式の総数 14,400,000株
⑶　株主数 1,529名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

マ レ リ 株 式 会 社 5,770千株 40.10%

ＡＶＩ　ＪＡＰＡＮ　ＯＰＰＯＲＴＵＮＩＴＹ　ＴＲＵＳＴ　ＰＬＣ 709 4.93

い す ゞ 自 動 車 株 式 会 社 675 4.69

立 花 証 券 株 式 会 社 602 4.19

山 崎 金 属 産 業 株 式 会 社 525 3.65

佐 藤 商 事 株 式 会 社 501 3.48

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　Ｔ
ＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５２２４ 425 2.95

I N T E R A C T I V E 　 B R O K E R S 　 L L C 422 2.94

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 300 2.09

日 新 火 災 海 上 株 式 会 社 300 2.09

２．会社の株式に関する事項（2022年３月31日現在）

⑷　大株主(上位10名)

(注) 持株比率は自己株式（12,083株）を控除して計算しております。
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会社役員に関する事項

地　　　位 氏　　　名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 落 合 久 男

内部監査室担当
重慶東京散熱器有限公司副董事長
無錫塔尓基熱交換器科技有限公司董事長
PT.TOKYO RADIATOR SELAMAT SEMPURNAｺﾐｻﾘｽ
TR Asia Co., LTD取締役

取 締 役 蛭 川 耕 二

ＮＥＶ戦略開発室担当
開発第二部担当
車体製品開発技術室担当
開発実験部担当
プロジェクトマネジメント室長
開発技術本部長

取 締 役 三 村 健 二

ＴＣＲ推進室担当
営業本部長
PT.TOKYO RADIATOR SELAMAT SEMPURNA取締役
TR　Asia Co., LTD.取締役
株式会社トーシンテクノ取締役

取 締 役 田 口 洋 一

取 締 役 髙 村 藤 寿

常 勤 監 査 役 松 元 良 一 株式会社トーシンテクノ監査役

監 査 役 伊 藤 隆 治

監 査 役 霞 末 陽 介

監 査 役 田 中 　 晃

３．会社役員に関する事項
⑴　取締役及び監査役の状況（2022年３月31日現在）

(注) １．取締役田口洋一氏および髙村藤寿氏は社外取締役であります。なお、両氏は東京証券
取引所の定めに基づく独立役員です。

２．監査役伊藤隆治、霞末陽介の両氏は社外監査役であります。なお、両氏は東京証券取
引所の定めに基づく独立役員です。

３．監査役松元良一氏は、当社入社以来長きに亘り経理に携わっているほか、経営企画に
も携わった経歴があり、幅広い見識と財務及び会計に関する相当程度の知見を有して
おります。

４．監査役伊藤隆治氏は、金融機関及び事業法人における経営の経験があり、経営に関す
る幅広い見識と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

５．監査役霞末陽介氏は、自動車業界での長年の経験があるほか、事業法人での経営経験
もあり、経営及び財務会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。

６．監査役田中晃氏は、当社入社以来長きに亘り経理に携わっているほか、海外事業法人
立ち上げや企画部門にも携わった経歴があり、幅広い見識と財務及び会計に関する相
当程度の知見を有しております。

－ 10 －
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会社役員に関する事項

区 分 人 員 報酬等の総額
報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額

固 定 報 酬 業績連動報酬
取 締 役
（うち社外取締役）

７名
（２名）

67百万円
（12百万円）

67百万円
（12百万円）

－
（－）

監 査 役
（うち社外監査役）

４名
（２名）

22百万円
（９百万円）

22百万円
（９百万円）

－
（－）

合 計 11名
（４名）

90百万円
（21百万円）

90百万円
（21百万円）

－
（－）

⑵　取締役及び監査役の報酬等の総額
イ）役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、当社のコーポレートビジョンの実現に向けた持続的な動機づけとな
ることを基本方針としています。

また、透明性・合理性の確保のため、役員報酬の基本事項については任意の
諮問機関であるガバナンス委員会に諮問しております。取締役の報酬等につい
ては、2006年６月29日開催の第102回定時株主総会において年額２億円以
内、係る員数は６名と決議頂いております。なお、本株主総会終結時点の取締
役の員数は５名（うち社外取締役２名）であります。

取締役の報酬は、その枠内において固定報酬および業績連動報酬として、い
ずれも金銭報酬としております。

ただし、業務を執行しない取締役については固定報酬のみとしております。
固定報酬については、各取締役の役職、職責、スキル、経験等を総合的に判

断して設定しております。
業績連動報酬については、前年の連結の売上高・利益等の業績評価、個人・

部門業績の２項目の目標達成率に応じて設定しております。
報酬額は最大で固定報酬の40%としております。
当該２項目を指標とした理由は、報酬と業績の連動性を高め、中長期的な業

績の向上への士気を高めるためであります。
取締役の個々の報酬については、これらの方針に基づき、取締役会が代表取

締役落合久男氏に一任し、限度額の範囲内で決定しております。委任した理由
は当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取
締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定に
ついては事前にガバナンス委員会に諮問し、答申を受けております。

監査役の報酬限度額は、1989年7月28日開催の第85回定時株主総会におい
て月額３百万円以内、係る員数は３名と決議頂いております。なお、本株主総
会終結時点の監査役の員数は４名（うち社外監査役２名）であります。

その枠内において固定報酬とし、監査役の協議により決定しております。

ロ）当事業年度に係る報酬等の総額

(注) 当事業年度に関しては売上高・利益等、特に営業損失になったことから、業績連動報酬は
不支給としております。

－ 11 －
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会社役員に関する事項

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役

田 口 洋 一

当事業年度開催の取締役会18回全てに出席し、長年に亘
る企業経営の豊富な経験と実績を活かし、客観的・中立
的な立場から取締役会の意思決定の妥当性・適法性を確
保するための発言を行っております。特に、コーポレー
ト・ガバナンスや法務面の制度設計等に関してはその豊
富な知見を活かし、適宜経営陣に対し提言を行っており
ます。

髙 村 藤 寿

当事業年度開催の取締役会18回全てに出席し、長年に亘
る企業経営の豊富な経験と実績を活かし、客観的・中立
的な立場から取締役会の意思決定の妥当性・適法性を確
保するための発言を行っております。特に、開発・技術
面や技術的な投資方針については長年の建設機械メーカ
ーでの経験を活かし、積極的に提言を行っております。

監 査 役

伊 藤 隆 治
当事業年度開催の取締役会18回全てに出席、監査役会
15回全てに出席し、業種を問わない経営に関する幅広い
見識と財務及び会計に関する見地から発言を行っており
ます。

霞 末 陽 介
当事業年度開催の取締役会18回全てに出席、監査役会
15回全てに出席し、自動車業界での豊富な知識・経験等
の見地から発言を行っております。

⑶　社外役員に関する事項
当事業年度における主な活動状況

⑷　責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役及び各監査役は、当社定款及び会社法第427条第１項の
規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結し
ております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、５百万円または法令が定める
額のいずれか高い額としております。

－ 12 －
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会社役員に関する事項

⑸　役員等賠償責任保険の概要
当社が加入しております役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約の概要は
次のとおりであります。なお、被保険者の保険料負担はありません。

【補償地域】全世界
【補償内容（主なもの）】

①被保険者（役員（取締役、執行役員、監査役等））がその業務の遂行に
伴う行為（不作為を含む）に起因して、保険期間中に株主、投資家、従業
員、その他第三者から損害賠償請求を受けた場合の賠償金（和解金を含
む）および防御費用（訴訟費用、弁護士費用等）等を補償します。
上記費用には、損害賠償請求を受けるより以前に発生していた合理的かつ
必要な費用を含みます。

【補償対象外となる事由（主なもの）】
①被保険者が法的資格を持たずに利益を得たことに起因する損害賠償請求
②被保険者による意図的な不正行為または詐欺的な行為（または不作為）
③契約で定められる遡及日以前に開始された（または保留中の）請求
④年金、利益の分配または従業員に関する福利厚生プログラム等に関して
課せられた責任、義務についての法令、規制や規則等の違反

－ 13 －
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会計監査人の状況

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 37百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額 37百万円

４．会計監査人の状況
⑴　名　　　称　　EY新日本有限責任監査法人

⑵　報酬等の額

(注) １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法
に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません
ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており
ます。

２．監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人
数配置などの内容、前年度の監査実績の検証と評価、報酬見積りの計算根拠、会計監
査人の職務執行状況などを勘案し、適切であるかどうかについて検討した結果、会計
監査人の報酬等の額について同意いたしました。

３．当社の重要な海外子会社は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けておりま
す。

⑶　非監査業務の内容
該当事項はありません。

⑷　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当す

ると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会に
おいて、解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人として適格性、独立性や信頼性などにおいて

問題があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再
任に関する議案の内容を決定いたします。

本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てており、比率
等は四捨五入により表示しております。
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連結貸借対照表

連結貸借対照表 （2022年 3 月31日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） 千円 （負 債 の 部） 千円

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形、売掛金及び契約資産

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

未 収 還 付 法 人 税 等

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

退 職 給 付 に 係 る 資 産

そ の 他　

20,686,077

8,272,842

7,516,177

808,526

986,997

424,826

2,199,556

23,954

453,196

10,954,713

9,268,959

2,613,547

3,711,967

1,144,204

1,106,558

692,680

243,959

1,441,794

1,237,087

53,704

78,423

72,578　

流 動 負 債 7,326,794

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 3,082,362

電 子 記 録 債 務 2,335,075

未 払 費 用 941,239

未 払 法 人 税 等 97,162

製 品 保 証 引 当 金 35,036

営 業 外 電 子 記 録 債 務 125,764

設 備 関 係 未 払 金 427,694

そ の 他 282,459

固 定 負 債 964,493

退 職 給 付 に 係 る 負 債 17,349

繰 延 税 金 負 債 753,895

そ の 他 193,248

負 債 合 計 8,291,287

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 19,767,361

資 本 金 1,317,600

資 本 剰 余 金 778,300

利 益 剰 余 金 17,676,048

自 己 株 式 △4,587

その他の包括利益累計額 1,870,736

その他有価証券評価差額金 571,101

為 替 換 算 調 整 勘 定 931,966

退職給付に係る調整累計額 367,668

非 支 配 株 主 持 分 1,711,406

純 資 産 合 計 23,349,504

資 産 合 計 31,640,791 負 債 純 資 産 合 計 31,640,791

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

連結損益計算書 (2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで)

科 目 金 額
千円

売 上 高 26,988,673
売 上 原 価 24,441,057
売 上 総 利 益 2,547,616

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,640,431
営 業 損 失 92,815

営 業 外 収 益 210,064
受 取 利 息 102,355
受 取 配 当 金 37,402
受 取 賃 貸 料 2,368
受 取 手 数 料 9,625
雇 用 調 整 助 成 金 17,671
そ の 他 40,641

営 業 外 費 用 21,264
支 払 利 息 12,323
車 両 紹 介 制 度 奨 励 金 264
為 替 差 損 7,749
そ の 他 927
経 常 利 益 95,985

特 別 利 益 4,760
固 定 資 産 売 却 益 4,760

特 別 損 失 49,228
固 定 資 産 売 却 損 249
固 定 資 産 除 却 損 48,978
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 51,517
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 216,883
法 人 税 等 調 整 額 543,690
当 期 純 損 失 709,057
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 91,991
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 801,048

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書 (2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで)

（単位：千円）

項　　目
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,317,600 778,300 18,700,109 △4,587 20,791,422

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △223,012 △223,012
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 801,048 801,048

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － △1,024,061 － △1,024,061

当 期 末 残 高 1,317,600 778,300 17,676,048 △4,587 19,767,361

項　　目

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配
株 主
持 分

純 資 産
合 計

そ の 他 有
価 証 券 評
価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に
係る調整累
計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 372,429 29,926 354,004 756,359 1,737,960 23,285,743

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △223,012
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 801,048

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 198,671 902,040 13,664 1,114,376 △26,553 1,087,822

当 期 変 動 額 合 計 198,671 902,040 13,664 1,114,376 △26,553 63,760

当 期 末 残 高 571,101 931,966 367,668 1,870,736 1,711,406 23,349,504

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

貸借対照表 （2022年 3 月31日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） 千円 （負 債 の 部） 千円

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

未 収 入 金

未 収 還 付 法 人 税 等

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

長 期 前 払 費 用

そ の 他　

11,111,804

2,753,462

5,880,932

655,515

345,806

238,770

884,822

27,852

292,708

23,954

7,979

9,509,154

6,780,300

2,026,283

167,321

2,349,484

69,569

486,442

1,106,558

574,640

165,278

165,278

2,563,575

1,237,087

474,670

790,322

10,221

51,272　

流 動 負 債 5,977,333

電 子 記 録 債 務 2,335,075

買 掛 金 2,189,786

未 払 費 用 763,315

未 払 法 人 税 等 17,140

預 り 金 22,859

製 品 保 証 引 当 金 35,036

営 業 外 電 子 記 録 債 務 125,764

設 備 関 係 未 払 金 424,128

そ の 他 64,227

固 定 負 債 422,290

退 職 給 付 引 当 金 333,846

繰 延 税 金 負 債 62,855

そ の 他 25,587

負 債 合 計 6,399,624

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 13,650,233

資 本 金 1,317,600

資 本 剰 余 金 778,300

資 本 準 備 金 778,300

利 益 剰 余 金 11,558,920

利 益 準 備 金 135,000

そ の 他 利 益 剰 余 金 11,423,920

繰 越 利 益 剰 余 金 11,423,920

自 己 株 式 △4,587

評価・換算差額等 571,101

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 571,101

純 資 産 合 計 14,221,335

資 産 合 計 20,620,959 負 債 純 資 産 合 計 20,620,959

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

損益計算書 (2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで)

科 目 金 額

千円
売 上 高 20,080,872

売 上 原 価 19,262,781

売 上 総 利 益 818,090

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,717,765

営 業 損 失 899,674

営 業 外 収 益 560,408

受 取 利 息 11,943

受 取 配 当 金 501,049

受 取 賃 貸 料 4,876

受 取 手 数 料 9,208

雇 用 調 整 助 成 金 17,671

そ の 他 15,658

営 業 外 費 用 7,925

支 払 利 息 806

為 替 差 損 6,432

車 両 紹 介 制 度 奨 励 金 264

そ の 他 423

経 常 損 失 347,191

特 別 損 失 44,765

固 定 資 産 除 却 損 44,765

税 引 前 当 期 純 損 失 391,956

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 57,948

法 人 税 等 調 整 額 48,851

当 期 純 損 失 498,757

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書 (2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで)

（単位：千円）

項　　目

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 資本剰余金

合計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合　　　計繰越利益

剰 余 金
当 期 首 残 高 1,317,600 778,300 778,300 135,000 12,145,690 12,280,690 △4,587 14,372,003

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △223,012 △223,012 △223,012

当 期 純 損 失 498,757 498,757 498,757
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 期
変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － － － △721,769 △721,769 － △721,769

当 期 末 残 高 1,317,600 778,300 778,300 135,000 11,423,920 11,558,920 △4,587 13,650,233

項　　目
評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 372,429 372,429 14,744,433

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △223,012

当 期 純 損 失 498,757
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 期
変 動 額 ( 純 額 )

198,671 198,671 198,671

当 期 変 動 額 合 計 198,671 198,671 △523,098

当 期 末 残 高 571,101 571,101 14,221,335

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告書

連結計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 月  本  洋  一

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田  辺  敦  子

独立監査人の監査報告書
2022年５月13日

東京ラヂエーター製造株式会社
取締役会　御中

E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
東　京　事　務　所

　監査意見
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、東京ラヂエー

ター製造株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの
連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当
と認められる企業会計の基準に準拠して、東京ラヂエーター製造株式会社
及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及
び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準

に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連
結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
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連結計算書類に係る会計監査報告書

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責

任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び
監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内
容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明
するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を
通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監
査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤り
があると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これ
には、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適
正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき
連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関
する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類に係る会計監査報告書

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結

計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対
する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従
って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐
疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。ま
た、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査
手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明
するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営
者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当
性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切
であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重
要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切
でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連す
る注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算
書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す
る。
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連結計算書類に係る会計監査報告書

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社
の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結
計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人
は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実
施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の
重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国にお
ける職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響
を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告書

計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 月  本  洋  一

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田  辺  敦  子

独立監査人の監査報告書
2022年５月13日

東京ラヂエーター製造株式会社
取締役会　御中

E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
東　京　事　務　所

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、東京ラヂ

エーター製造株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第
118期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類
等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産
及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準

に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計
算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
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計算書類に係る会計監査報告書

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責

任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び
監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容
は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明す
るものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通
読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法
人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤り

があると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計
算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する
事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類に係る会計監査報告書

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算

書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理
的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する
意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従
って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐
疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。ま
た、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査
手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者
によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性
を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であ
るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な
疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場
合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。
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計算書類に係る会計監査報告書

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注
記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実
施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の
重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国にお
ける職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響
を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書

監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査役会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第118期事
業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基
づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実
施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方
針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意
思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以
下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な
決裁書類等を閲覧し、本社及び工場等において業務及び財産の状況を
調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監
査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事
業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保するための体制その他株式会社及び子会社から成る企
業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規
則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決
議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ
ム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につ
いて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いた
しました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意し
た事項及び同号ロの判断及び理由については、取締役会その他におけ
る審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している
かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管
理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

－ 29 －
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監査役会の監査報告書

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について
検討いたしました。

２．監査の結果
(1)事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を
正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反
する重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容及びその運用状況は相
当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告
の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認
められません。

④事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をす
るに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が
当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理
由について、指摘すべき事項は認められません。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。
(3)連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で
あると認めます。

常勤監査役 松 元 良 一 ㊞

社外監査役 伊 藤 隆 治 ㊞

社外監査役 霞 末 陽 介 ㊞

監 査 役 田 中 　 晃 ㊞

2022年５月19日

東京ラヂエーター製造株式会社　監査役会

　

以　上
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１．定款変更議案

現 行 定 款 変 更 案

（株主総会参考書類等のインターネット開
示とみなし提供）
第16条 当会社は、株主総会の招集に際

し、株主総会参考書類、事業報
告、計算書類および連結計算書類
に記載または表示をすべき事項に
係る情報を、法務省令に定めると
ころに従いインターネットを利用
する方法で開示することにより、
株主に対して提供したものとみな
すことができる。

（削　　除）

株主総会参考書類

＜会社提案（第１号議案から第２号議案まで）＞

第１号議案　定款一部変更の件
１.　提案の理由
　　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条た

だし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されることに伴
い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次の
とおり定款を変更するものであります。

(1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を
定款に定めることが義務付けられることから、変更案第16条（電子提
供措置等）第１項を新設するものであります。

(2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項
のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲
を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更
案第16条（電子提供措置等）第２項を新設するものであります。

(3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第16条（株
主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要と
なるため、これを削除するものであります。

(4) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであり
ます。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

２. 変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

－ 31 －



2022/05/27 16:37:24 / 21826115_東京ラヂエーター製造株式会社_招集通知

１．定款変更議案

現 行 定 款 変 更 案

（電子提供措置等）
（新　　設） 第16条 当会社は、株主総会の招集に際

し、株主総会参考書類等の内容で
ある情報について電子提供措置を
とる。

２ 当会社は、電子提供措置をとる事
項のうち法務省令で定めるものの
全部又は一部について、議決権の
基準日までに書面交付請求をした
株主に対して交付する書面に記載
することを要しないものとする。

（新　　設） （附則）
（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）

（新　　設） 第１条 定款第16条（株主総会参考書類等
のインターネット開示とみなし提
供）の削除及び定款第16条（電子
提供措置等）の新設は、2022年
９月１日から効力を生ずるものと
する。

２ 前項の規定にかかわらず、2022
年９月１日から６か月以内の日を
株主総会の日とする株主総会につ
いては、定款第16条（株主総会参
考書類等のインターネット開示と
みなし提供）は、なお効力を有す
る。

３ 本条の規定は、2022年９月１日
から６か月を経過した日又は前項
の株主総会の日から３か月を経過
した日のいずれか遅い日後にこれ
を削除する。
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２．取締役選任議案

候補者
番　号

ふ　り　が　な

氏　　名
当社における現在の地位

属性

候補者が有する専門性

企業経営 財務・
会計

開発・技
術・品質

営業・マ
ーケティ

ング

グローバル

経験

１
おち
落

 

　
あい
合

 

　
ひさ
久

 

　
お
男

代表取締役社長 ○ ○ ○ ○

２
ひる
蛭

 

　
かわ
川

 

　
こう
耕

 

　
じ
二

取締役 ○ ○ ○

３
み
三

 

　
むら
村

 

　
けん
健

 

　
じ
二

取締役 ○ ○ ○

４
た
田

 

　
ぐち
口

 

　
よう
洋

 

　
いち
一

社外取締役
【社外】
【独立】

○ ○ ○

５
たか
髙

 

　
むら
村

 

　
ふじ
藤

 

　
とし
寿

社外取締役
【社外】
【独立】

○ ○ ○ ○

【社外】社外取締役候補者 【独立】独立役員候補者
　

第２号議案　取締役５名選任の件
　取締役全員（５名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、社外取締役２名を含む取締役５名の選任をお願いいたしたい
と存じます。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

取締役候補者一覧

－ 33 －
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２．取締役選任議案

候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
株 式 の 数

１
おち
落

 

　
あい
合

 

　
ひさ
久

 

　
お
男

(1957年４月15日生)

    1980年    4 月 日本ラヂヱーター株式会社
（現マレリ株式会社）入社

    2004年    4 月 同社エキゾーストシステム プ
ロダクトダイレクター

    2007年    4 月 カルソニックカンセイルーマ
ニア社 （ 現Marelli Ploiesti 
Romania S.R.L.）社長

    2011年    4 月 カルソニックカンセイ株式会
社（現マレリ株式会社）コン
プレッサー事業部副本部長

    2014年    6 月 同社常務執行役員日本リージ
ョン本部副本部長

    2018年    4 月 同社常務執行役員サーマルシ
ステム事業本部本部長

    2019年    4 月 当社顧問
    2019年    6 月 当社代表取締役社長、執行役

員社長（現任）

4,100株

（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）
重 慶 東 京 散 熱 器 有 限 公 司 副 董 事 長
無錫塔尓基熱交換器科技有限公司董事長
P T . T O K Y O  R A D I A T O R  S E L A M A T 
S E M P U R N A ｺ ﾐ ｻ ﾘ ｽ
T R  A s i a  C o . , L T D . 取 締 役

２
ひる
蛭

 

　
かわ
川

 

　
こう
耕

 

　
じ
二

(1958年９月２日生)

    1984年    4 月 いすゞ自動車株式会社入社
    2011年    2 月 同社エンジン装置設計部長
    2016年    4 月 同社ＰＴ商品企画・設計第三

部長
    2018年    4 月 当社執行役員開発本部副本部

長
    2019年    6 月 当社常務執行役員開発技術本

部長（現任）
2021年    6 月 当社取締役（現任）

2,800株
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２．取締役選任議案

候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
株 式 の 数

３
み
三

 

　
むら
村

 

　
けん
健

 

　
じ
二

(1963年２月12日生)

    1986年    4 月 当社入社
    2008年    4 月 当社営業第一部長
    2015年    4 月 当社ｶｽﾀﾏｰｸﾞﾙｰﾌﾟ商用車担当

部長
    2016年    4 月 当社営業統括部長
    2016年    7 月 当社営業統括部長（理事）
    2018年    4 月 当社執行役員営業本部副本部

長
    2019年    6 月 当社執行役員営業本部長（現

任）
2021年    6 月 当社取締役（現任）

8,900株

（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）
PT.TOKYO RADIATOR SELAMAT SEMPURNA取締役
T R 　 A s i a  C o . ,  L T D . 取 締 役
株 式 会 社 ト ー シ ン テ ク ノ 取 締 役

4
た
田

 

　
ぐち
口

 

　
よう
洋

 

　
いち
一

(1947年８月13日生)

    1970年    4 月 三菱金属鉱業株式会社
（現三菱マテリアル株式会
社）入社

    1996年    1 月 同社法務室長
    2001年    6 月 同社執行役員経営企画室長
    2003年    6 月 同社常務執行役員
    2005年    6 月 同社常務取締役
    2009年    2 月 同社取締役副社長
    2009年    4 月 株式会社SUMCO取締役社長
    2012年    4 月 三菱マテリアル株式会社顧問

（現任）
    2015年    6 月 当社社外取締役（現任）

0株

5
たか
髙

 

　
むら
村

 

　
ふじ
藤

 

　
とし
寿

(1954年12月21日生)

    1977年    4 月 株式会社小松製作所入社
    2004年    4 月 同社開発本部建機第一開発セ

ンタ所長
    2006年    4 月 同社執行役員
    2009年    4 月 同社執行役員開発本部副本部

長
    2010年    4 月 同社常務執行役員開発本部長
    2011年    6 月 同社取締役常務執行役員開発

本部長
    2013年    4 月 同社取締役専務執行役員開発

本部長
    2014年    4 月 同社取締役ＣＴＯ
    2017年    6 月 同社顧問（現任）
    2019年    6 月 当社社外取締役（現任）

0株
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２．取締役選任議案

(注) １．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．田口洋一氏及び髙村藤寿氏は社外取締役候補者であります。
３.（１）田口洋一氏を社外取締役候補者とした理由は次のとおりであります。

田口洋一氏は、長年に亘り経営に携わっていた経験と豊富な見識を当社の経営
に反映し、また独立した立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適法性
を確保するための助言と提言をいただけることを期待しているためでありま
す。

（２）髙村藤寿氏を社外取締役候補者とした理由は次のとおりであります。
髙村藤寿氏は、長年に亘り建設機械メーカーにて開発事業及び経営に携わって
いた経験と豊富な見識を当社の経営に反映し、また独立した立場から当社の取
締役会の意思決定の妥当性・適法性を確保するための助言と提言をいただける
ことを期待しているためであります。

４．田口洋一氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間
は、本株主総会終結の時をもって７年となります。

５．髙村藤寿氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間
は、本株主総会終結の時をもって３年となります。

６．当社は田口洋一氏および髙村藤寿氏との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任を
限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、５百万円ま
たは法令が定める額のいずれか高い額となります。両氏が再任された場合、両氏との
当該契約を継続する予定であります。

７．当社は、田口洋一氏および髙村藤寿氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし
て届け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とす
る予定であります。

８．落合久男氏は自動車業界で長年に亘り開発に携わっており、また、グローバル企業で
の経営の経験があり、2019年以来当社の代表取締役社長であります。その専門的な
知識と豊富なキャリアで当社グループを牽引するのに適任であると判断し、取締役候
補者といたしました。

９．蛭川耕二氏は長年に亘り商用車メーカーにて商品企画、設計および開発に携わってお
り、2021年に当社取締役に就任して以降も、その専門的な知識と豊富なキャリアで
開発本部の陣頭指揮を執っていることから、取締役候補者といたしました。

10．三村健二氏は当社入社以来長年に亘り営業部門に携わっており、2021年に当社取締
役に就任して以降もグローバルに営業活動の陣頭指揮を取っており、その豊富な経験
から適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

11．当社は、役員等賠償責任保険契約に加入しており、被保険者の業務遂行過程で提起さ
れた損害賠償請求による損害を、当該保険契約により填補することとしております。
各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとな
ります。また、次回更新時に同内容で更新する予定でございます。
当該保険の概要については本招集ご通知の13頁に記載のとおりです。
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３．剰余金処分議案

＜株主提案（第３号議案から第７号議案まで）＞
　第３号議案から第７号議案までは、株主様１名からのご提案によるものであり
ます。なお、提案株主から通知された議案の要領および提案の理由は原文のまま
記載しております。

第３号議案　剰余金の処分の件
①　議案の要領

剰余金の処分を以下のとおりとする。
本議案は、本定時株主総会において当社取締役会が剰余金の処分の件を
提案する場合には、同提案とは独立して追加で提案するものとする。
ア　配当財産の種類

金銭
イ　一株当たり配当額

金284円
ウ　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき上記イの1株当たり配当額（配当総額は、金
40億8,617万円）

エ　剰余金の配当が効力を生じる日
本定時株主総会の日

オ　配当金支払開始日
本定時株主総会の3週間後の日

②　提案の理由
当社の現金および現金同等物の残高は95.06億円（2021年12月31日時
点。現金46.59億円・預け金40.86億円・税引後投資有価証券7.62億円
の合計額。但し、税率は31%と仮定）であり、この額は、時価総額
93.67億円（2022年4月14日時点）の101.5%に相当する。
コーポレートガバナンス・コードの原則1-3において、「上場会社は、資
本政策の動向が株主の利益に重要な影響を与えうることを踏まえ、資本
政策の基本的な方針について説明を行うべきである。」と規定されてい
るにもかかわらず、当社は、中期経営計画「TRS Vision-2025」におい
てこの異常な現金過多の状態を解決するための明快かつ定量的な資本政
策を開示していない。これは、当社の株式が低く評価されている一因と
なっている。例えば、当社のPBR（株価純資産倍率）は0.43倍（2022年
4月14日時点）と1倍を下回っており、株価が企業の解散価値を下回って
いる状況である。
さらに、当社の現金および現金同等物うち43.0%を、親会社であるマレ
リ株式会社（以下「マレリ」）への預け金40.86億円が占めている
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３．剰余金処分議案

（2021年12月31日時点）。経済産業省「グループ・ガバナンス・シス
テムに関する実務指針」においても、預け金が上場子会社において利益
相反が生じうる具体的な場面として紹介されている通り、このような巨
額の預け金は利益相反の観点から廃止するべきである。預け金は当社の
株主にとって公平に還元されるべきであるにも関わらず、マレリは当社
のその他の株主の犠牲の下に親会社としての特権を乱用している。
加えて、マレリは4期連続で赤字を計上している長期的に業績不振な企業
であり、当社はマレリが倒産した際には、預けている現金を回収できな
くなる可能性があることを認識しながら、現金をマレリに預け続けた。
マレリは2022年3月1日に事業再生ADRを申請し、預け金が回収できな
くなる可能性が高まったため、提案者は、2022年4月13日に当社に預け
金の取扱いについて確認したところ、当社は預け金の所在について明確
にしなかった。これは、当社の経営陣が注意義務を怠っていたと言わざ
るを得ない。
また、提案者は、この預け金の利率について約0.3%と推測しており
（2021年3月期の有価証券報告書のマレリとの取引に記載の受取利息お
よび預け金を基に試算。）、この利率は当社の資本コストをはるかに下
回っている。この預け金を原資に成長投資を行い、資本コストを上回る
リターンを生み出すか、又は株主還元を充実させることが、当社の企業
価値および株主共同の利益に資することは明らかである。
当社の株主還元を見ると、配当性向は過去10年平均で約7.8%であり
（2012年3月期から2021年3月期の10年間。但し、2020年3月期およ
び2021年3月期の配当性向は、それぞれ238.1%および101.4%と小さな
当期純利益が原因で異常値となったため、計算に含めていない。）、さ
らに2022年3月期の期末配当は、未定という結果になった。上述した通
り、当社は明快かつ定量的な資本政策を開示していないため、この預け
金を廃止することで生じた余剰資金を不足している株主還元に充当する
ことが、当社の企業価値および株主共同の利益のために重要である。
したがって、提案者は、当社がこの預け金の相当の金40億8,617万円を
特別配当総額とし、2022年3月期末において1株当たり284円の特別配
当を実施することを提案する。（特別配当総額は一株当たり284円の特
別配当に、2022年3月期第3四半期決算短信に記載の2022年3月期第3
四半期末の発行済み株式数（自己株式を除く。）14,387,917株を掛けて
計算。）

○取締役会の意見：本議案に反対します
剰余金の処分につきましては、企業体質の強化や将来の事業展開に備えるため
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３．剰余金処分議案

内部留保の充実等を勘案しつつ、株主に対する安定的な配当を継続することを当
社の方針としております。

2022年3月期におきましては、第２四半期末の株主様に対して１株あたり８
円の中間配当を実施しておりますが、期末配当に関しましては、客先の半導体不
足の影響による生産調整や、その他の当社を取り巻く環境やその背景等を鑑み、
誠に不本意ながら見送りとさせていただきました。

2023年3月期の年間配当につきましては2022年５月13日に公表の通り、1株
当たり16円の予定とさせて頂いております。

　また、内部留保に関しましては、不測の事態に備えるための十分な額を勘案
しつつ、次世代製品開発を始めとした事業戦略を実践し、中期経営計画である
「TRS Vision-2025」に向けた目標を加速していくために、今後も相当程度の継
続投資を行っていく予定であります。

なお、マレリ株式会社への預け金に関しましては、全額当社の銀行口座に移管
が完了しております。

－ 39 －



2022/05/27 16:37:24 / 21826115_東京ラヂエーター製造株式会社_招集通知

４．定款一部変更の件(1)

第４号議案　定款一部変更の件（1）
①　議案の要領

現行の定款を以下のとおり変更するものとする（変更箇所には下線を付
す。）。なお、本定時株主総会におけるほかの議案（会社提案にかかる議案
を含む。）の可決により、本提案として記載した条文に形式的な調整（条文
番号のずれの修正を含むが、これらに限られない。）が必要となる場合は、
本議案に係る条文を、必要な調整を行った後の条文に読み替えるものとす
る。

第１章　総則

第１条から第3条　[現行どおり]

（機関）
第4条　当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
１．取締役会
２．監査等委員会
３．会計監査人

第5条から第18条　[現行どおり]

第4章　取締役および取締役会ならびに監査等委員会

（定員）
第19条　当会社の監査等委員でない取締役は10名以内とし、監査等委員で
ある取締役は5名以内とする。
②　監査等委員でない取締役のうち2名以上は社外取締役とし、監査等委員
である取締役のうち過半数は社外取締役とする。

（選任方法）
第20条　当会社の監査等委員である取締役および監査等委員でない取締役
は、それぞれ区別して株主総会において選任する。取締役の選任決議は、議
決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出
席し、その議決権の過半数をもって行う。
②　[現行どおり]

（任期）
第21条　監査等委員でない取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
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４．定款一部変更の件(1)

②　監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
③　任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任され
た監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任
期の満了する時までとする。

第22条および第23条 [現行どおり]

（報酬等）
第24条　取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受
ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別
して、取締役会の決議によって定める。

（取締役会の招集）
第25条　取締役会を招集するには、会日より3日前に各取締役にその通知を
発する。ただし、緊急を要する場合は、これを短縮することができる。

（監査等委員会の招集）
第26条　監査等委員会を招集するには、会日より3日前に各取締役にその通
知を発する。ただし、緊急を要する場合は、これを短縮することができる。
②　監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委
員会を開催することができる。

第27条 [現行定款第26条のとおり]

（取締役への委任）
第28条　当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の
決議によって重要な業務執行（同条第5項各号に掲げる事項を除く。）の決
定を取締役に委任することができる。

第29条 [現行定款第27条のとおり]

（監査等委員会規則）
第30条　監査等委員会に関しては、法令または本定款に定めるもののほ
か、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。
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４．定款一部変更の件(1)

第31条 [現行定款第28条のとおり]

現行定款第29条から第36条 [削除]

第5章　計算

第32条から第35条 [現行定款第37条から第40条のとおり]

附則
（監査役の責任免除に関する経過措置）
当会社は、監査等委員会設置会社移行前の監査役（監査役であった者を含
む。）の、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の限度において、
取締役会の決議によって免除することができる。

②　提案の理由
当社は監査役会設置会社であるが、コーポレート・ガバナンスを強化し、か
つ、意思決定を迅速化させる観点から、監査等委員会設置会社に移行すべき
である。東京証券取引所に上場する企業において、監査等委員会を設置して
いる会社は、過去5年間で毎年増加し、2017年において798社であったと
ころ、2021年においては1,237社となっており、監査等委員会設置会社の
普及は着実に進んでいる（出所は、株式会社東京証券取引所「東証上場会社
における独立社外取締役の選任状況及び委員会の設置状況」（2017年）お
よび「東証上場会社における独立社外取締役の選任状況及び指名委員会・報
酬委員会の設置状況」（2021年））。
監査等委員会を設置することにより、監査等委員が取締役会の構成員とな
り、議決権を行使することになるため、取締役会の監督機能の実効性が担保
されるとともに、コーポレート・ガバナンス体制が強化される。特に、当社
は上場子会社であり、親会社であるマレリとその他の株主との公平性を配慮
すべき立場であるが、代表取締役社長の落合久男氏はマレリの出身であるた
め、マレリとの関係を重視し、その他株主の利益を損なう可能性のある決議
には注意を払う必要がある。
当社は、2021年5月25日に発表した「株主提案に関する書面の受領および
当社の対応に関するお知らせ」において、現状の監査役会設置会社のガバナ
ンス体制の有効性を主張した。提案者は、ガバナンス体制の有効性等を調査
するために当社取締役との面談を複数回依頼したが、いずれも当社により断
られため、ガバナンス体制の有効性について判断することができなかった。
このように、当社が株主との対話に消極的な姿勢を有していること自体がガ
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４．定款一部変更の件(1)

バナンス体制の有効性に疑義を抱かせるものであるため、提案者は、取締役
会の監督機能は現状よりも強化されるべきであると考える。

○取締役会の意見：本議案に反対します
　当社は、監査等委員会設置会社への移行が必ずしもコーポレート・ガバナンス
強化に繋がるものではないと考えております。
　当社はDOA規程（決裁権限規程）を定め各会議体に適切に決裁権限を委譲し
て迅速な意思決定の実現に努めるとともに、取締役会においては長期的な戦略等
についても十分に議論しております。
　また、当社の取締役体制は社内取締役３名、社外取締役２名の５名の体制です
が、社外取締役２名においては他社においての豊富な経験や知見があり、取締役
会において将来にわたる提案を行うなど、積極的な意見をいただいております。
監査役体制は社内監査役２名、社外監査役２名の４名の体制ですが、常勤監査役
において、社外監査役とも意見交換を行った上で、経営会議等社内の主要な会議
にも陪席し適宜発言を行うなど執行サイドのモニタリングを行うとともに、当社
内部監査室とも連携し的確な監査を行っております。また、各監査役は独任制で
あり、社外監査役を含めて単独で権限行使できるという強い監査権限をもち、監
査役会は取締役会から独立した機関であるため、マレリ株式会社との関係を含
め、より厳しい監査が期待できます。
　株主様との対話におきましても、その内容につきましては取締役会にて共有
し、各取締役から意見をもらいガバナンスの強化につなげています。
　当社においては、このような仕組みを持つ監査役会設置会社の取締役会・監査
役会によって、経営陣に対する監督が実効的に機能しているものと判断しており
ます。
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５．定款一部変更の件(2)

第５号議案　定款一部変更の件（2）
①　議案の要領
現行の定款に以下の章を新設し、現行定款「第6章　計算」を「第7章　計
算」へ変更の上、第37条以降を、各々5条ずつ繰り下げる。なお、本定時株
主総会における他の議案（会社提案にかかる議案を含む。）の可決により、
本議案として記載した条文に形式的な調整（条文番号のズレの修正を含む
が、これに限られない。）が必要となる場合は、本議案に係る条文を、必要
な調整を行った後の条文に読み替えるものとする。

第6章　指名委員会・報酬委員会

（指名委員会・報酬委員会の設置）
第37条　取締役会の諮問機関として、指名委員会および報酬委員会を設置
する。

（指名委員会・報酬委員会の構成）
第38条　指名委員会および報酬委員会それぞれの委員の過半数は、社外取
締役でなければならない。また、指名委員会および報酬委員会の委員長は、
社外取締役でなければならない。

（指名委員会・報酬委員会の任期および選任）
第39条　指名委員会および報酬委員会の委員の任期は、選任後1年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとす
る。
②　指名委員会および報酬委員会の委員は、定時株主総会が終了した後に開
催される取締役会の決議によって選任する。ただし、委員の退任その他必要
な場合には、当該委員を臨時取締役会にて選任することができる。

（指名委員会・報酬委員会への諮問事項）
第40条　指名委員会は、取締役会の諮問を受けて次の各号の事項について
審議し、取締役会は、指名委員会の意見を尊重して、その決定を行う。
１．株主総会に提出する取締役の選任または解任議案の原案の決定
２．取締役会に提出する代表取締役および役付取締役の選定、解職、職務分
担の原案の決定
３．取締役の選定方針の決定
４．その他、取締役の選解任に関する事項
②　報酬委員会は、取締役会の諮問を受けて次の各号の事項について審議
し、取締役会は、報酬委員会の意見を尊重して、その決定を行う。
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５．定款一部変更の件(2)

１．株主総会に提出する取締役の報酬に関する議案の決定
２．取締役ごとの具体的な報酬額の決定
３．その他、取締役報酬に関する事項

（指名委員会・報酬委員会規則）
第41条　指名委員会および報酬委員会に関しては、法令または本定款のほ
か、取締役会において定める指名委員会・報酬委員会規則による。

②　提案の理由
現状、当社は、代表取締役に対し、株主総会に付議する取締役候補者の選任
および各取締役の報酬の決定を一任している。当社は、ガバナンス委員会に
役員報酬の基本方針や取締役候補者選任を諮問しているが、ガバナンス委員
会の委員長は代表取締役社長の落合久男氏であり、取締役会議長とガバナン
ス委員会委員長が一致していることは、ガバナンス委員会の独立性がなく形
骸化しているといえる。
取締役候補者の選任および各取締役の報酬という重大な事項の決定は、当社
の全てのステークホルダーの利益促進のために、社外取締役の知見や見解を
活用して合理的になされるべきであり、そのためにも独立性を担保した諮問
機関により、決定のプロセスを明確化する必要がある。
また、コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-10①において、「上
場会社が監査役会設置会社または監査等委員会設置会社であって、独立社外
取締役が取締役会の過半数に達していない場合には、経営陣幹部・取締役の
指名（後継者計画を含む）・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観
性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成
員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置することにより、指名や報
酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やス
キルの観点を含め、これらの委員会の適切な関与・助言を得るべきであ
る。」と規定されている通り、コーポレートガバナンス・コードは、任意の
指名委員会・報酬委員会などの独立した諮問機関の設置を要請している。
そこで、提案者は、取締役の選解任および取締役の報酬等の決定のプロセス
を明確化するために、当社が、過半数が社外取締役で構成される指名委員会
および報酬委員会を設置するとともに、それぞれの委員長を社外取締役とす
ることを提案する。
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５．定款一部変更の件(2)

○取締役会の意見：本議案に反対します
　当社では現在、任意の諮問機関としてガバナンス委員会を設置しており、そ
の中で、役員報酬基本方針や役員選任について諮問しております。
ガバナンス委員会の構成は、独立社外役員４名と社内取締役１名となってお
り、様々な知見や経験を有した社外役員を中心に、当社を取り巻く環境や企業
状況を鑑み、取締役の選任基準、ならびに当社の取締役として求められる資
質・経験・スキル・多様性などの評価に基づき、取締役会へ候補者を答申して
おります。その後、取締役会での審議を経て、株主総会へ付議する取締役候補
者を決定しております。
　また、役員報酬基本方針についても、ガバナンス委員会において当社の企業
業績や長期戦略を踏まえ、各人が果たすことを期待される役割を前提に、求め
られる力量や知見等を発揮するためのインセンティブの在り方について忌憚の
ない意見をいただいた上で、決定しております。
　このように、当社は、コーポレートガバナンス・コードも踏まえ、取締役の
指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため
の仕組みを設けており、これらに加えて指名委員会・報酬委員会の設置につい
て定款に規定する必要性はないと考えております。
　なお、社内情報の積極的な共有を背景に円滑な委員会運営を行うため、ガバ
ナンス委員会委員長には社内取締役である落合久男氏が選定されておりました
が、取締役会との差別化を図るため議論を重ねた結果、2022年６月28日開催
の株主総会終結後は、独立社外役員である委員からガバナンス委員会委員長を
選定する予定です。
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６．取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

第６号議案　取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のた
めの報酬決定の件

①　議案の要領
譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与するため、譲渡制限付株式
報酬制度に係る取締役（社外取締役を除く。）に対する報酬額を、年額２億
円の報酬限度額とは別に、年額1,300万円以内と設定する。具体的な支給時
期および配分については、取締役会において決定する。年間の譲渡制限付株
式数の付与数については、中長期的会社計画に基づいたポイント制に依るも
のとし、付与された譲渡制限付株式は、取締役の退任後にのみ現金に転換で
きるものとする。

②　提案の理由
コーポレートガバナンス・コードの原則4-2には、「経営陣の報酬について
は、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な起業家精神の
発揮に資するようなインセンティブ付けを行うべきである」と記載され、コ
ーポレートガバナンス・コードは、経営陣の報酬についてインセンティブ付
けを行うよう要請している。
しかしながら、2022年3月期においては、貴社の役員報酬は、固定報酬お
よび業績連動報酬として支給される予定である。固定報酬は、各取締役の役
職、職責、スキル、経験等を総合的に反映させる体系であり、また、業績連
動報酬は、前年の連結の売上高・利益等の業績評価、個人・部門業績の目標
達成率が反映される体系である。これは、経営陣の報酬に「中長期的な会社
の業績や潜在的リスク」を反映するべきというコーポレートガバナンス・コ
ードの要求に応えていない。
そこで、提案者は、取締役（社外取締役を除く。）を対象とした年額1,300
万円を上限とする譲渡制限付株式報酬制度を提案する。譲渡制限付株式報酬
の導入は、報酬の中長期の業績との連動制を高め、取締役に対して企業価値
を持続的に向上させるとともに、株主と一層の価値共有を促進する健全なイ
ンセンティブを与えることになる。さらに、譲渡制限付株式報酬制度を採用
することで、報酬の決定プロセスの透明性も担保することが可能となる。
当社は、2021年5月25日に発表した「株主提案に関する書面の受領および
当社の対応に関するお知らせ」において、「自社のインセンティブ制度とし
て企業価値向上のためには、どのような制度が適切であるか譲渡制限付株式
報酬制度を含め論議しております」と述べているが、この発表以降、報酬制
度に変更はなく、報酬制度についてどのような論議をしたかについても、何
ら公表していない。これは取締役会の怠慢と言える。
当社は役員持株会を通じて、役員が毎月ある一定の株式を購入しているが、
提案者は、この株式購入制度を廃止し、譲渡制限付株式を報酬体系に組み込
む方が取締役の上記インセンティブに繋がると考える。
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６．取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

○取締役会の意見：本議案に反対します
　当社は、業務を執行する取締役に関しては、報酬と業績の連動性を高め、中長
期的な業績の向上への士気を高めることを目的とし、業績連動報酬を導入してお
ります。また、役員が当社株式の保有等を通じて株主と利益やリスクを共有する
ことの意義につきましては十分認識しており、役員持株会を導入し、毎月一定額
を購入することで、より長期的な業績向上へのインセンティブとなるとともに、
株主目線の経営にも寄与しているものと考えます。
　なお、当社を取り巻く環境や企業状況を前提に、更なる企業価値向上のために
は、どのようなインセンティブ制度が適切であるか、譲渡制限付株式報酬制度を
含め、ガバナンス委員会の中でも意見交換を行っております。
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７．定款一部変更の件(3)

第７号議案　定款一部変更の件（3）
①　議案の要領
現行定款の第23条を削除し、第24条以降を、各々1条ずつ繰り上げる。な
お、本定時株主総会における他の議案（会社提案にかかる議案を含む。）の
可決により、本議案として記載した条文に形式的な調整（条文番号のずれの
修正を含むが、これらに限られない。）が必要となる場合は、本議案に係る
条文を、必要な調整を行った後の条文に読み替えるものとする。

②　提案の理由
当社において、2021年6月に当社の取締役会長を退任した林隆司氏が、相
談役に就任した。その他にも、同日に複数名の経営陣が顧問に就任した。
当社のコーポレート・ガバナンス報告書によれば、林隆司氏は会社経営には
関与していないと開示されている。しかしながら、現時点においても取締役
会の議案や報告事項は林氏に共有され、林氏はそれらについて助言をしてい
る。また、経済産業省「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務
指針」においては、相談役・顧問が現役の経営陣へ不当な影響力を積極的に
行使しない場合においても、「現役の経営陣が、社長・CEO経験者である
相談役・顧問の意向をおもんばかって、事業ポートフォリオの見直しなど果
断な意思決定を躊躇する要因になり得る」といった経営への弊害が指摘され
ている。これは、CASEに代表される変革の波が到来している自動車業界に
おいて、当社が果断な意思決定を妨げ、成長を阻害する要因となる。
特に、当社は上場子会社であり、親会社であるマレリとその他の株主との公
平性を配慮すべき立場だが、マレリの出身である林隆司氏が相談役に就任す
ることで、マレリとの関係を重視し、その他株主の利益を損なう可能性があ
る。さらに、もしも代表取締役社長である落合久男氏が退任後に相談役に就
任すれば、将来にわたって、マレリ出身の経営陣が相談役に就任するという
悪しき慣習を生み出してしまう。
したがって、提案者は、当社の相談役および顧問を廃止することを提案す
る。
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７．定款一部変更の件(3)

○取締役会の意見：本議案に反対します。
　相談役・顧問に関しては、当社事業に対する深い知見や豊富な経験を活かし
た渉外活動等を主に行っており、当社の企業価値向上に資する役務の提供が期
待される者を選定することとしております。
　当社の相談役・顧問は上記のような役割を担うものであり、当社の経営その
他の業務執行に関与することは想定されておりません。当社の業務執行は、独
立性と客観性を備えた取締役会による実効的な監督のもと、取締役社長をはじ
めとした経営陣幹部によって適切に行われております。当社の相談役・顧問は
経営の意思決定に関する会議などには一切出席しておらず、相談役・顧問が当
社経営の意思決定に介入したり、影響を及ぼしたりするようなことはありませ
ん。
　このような方針も踏まえて、相談役・顧問を一律に廃止する必要性はないと
判断しております。

以上
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地図

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株主総会会場ご案内図
会　場　神奈川県藤沢市遠藤2002番地１

当社本社　１階会議室

石川大山

桐原

湘南台3丁目

亀井野

一色西

藤沢北警察入口

秋葉台
公園

イトーヨーカ堂

藤沢北
警察署

ローソン

メディアシティ
ノジマ

ファミリー
マート

桐
原
公
園

ＧＳ

日産
サティオ

ＧＳ

至大和

至藤沢至国道1号
藤沢バイパス

当社

国
道
467
号
線

藤
沢
厚
木
線（
43
号
）

至
二
俣
川･

横
浜

至
戸
塚･

横
浜

西口バス
ターミナル

Ｎ

小
田
急
江
ノ
島
線

プレス
工業

湘
南
台
駅

相鉄いずみ野線
横浜市営地下鉄線

湘南台
文化センター

（当社送迎バス乗り場のご案内）
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当社送迎バス乗り場

《交通のご案内》
小田急江ノ島線、相鉄いずみ野線、横
浜市営地下鉄線「湘南台駅」下車
西口より車で約12分
《送迎バスのご案内》
当日、会場への送迎バスを次のとおり
運行しますので、ご希望の方はご利用
ください。
送迎バス発車時刻　午前９時20分
(発車場所は右図をご参照ください。)

お車でお越しの方は、上図をご参照く
ださい。


